
(証券コード 2459)

2019年８月８日

株 主 各 位
東京都文京区後楽一丁目１番７号

アウンコンサルティング株式会社

代表取締役社長CEO 信 太 明
　

第21期定時株主総会招集のご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第21期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使

することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、

後述の案内に従って2019年８月26日（月曜日）午後６時までに議決権をご行使くださ

いますようお願い申し上げます。

敬 具

記
　

1. 日 時 2019年８月27日（火曜日） 午後３時00分

(受付開始は午後２時30分より）

2. 場 所 東京都千代田区神田駿河台三丁目11番１号

三井住友海上駿河台新館

ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水「カンファレンスルーム３Ｆ」

3. 目的事項

【報告事項】 1. 第21期（2018年６月１日から2019年５月31日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員

会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第21期（2018年６月１日から2019年５月31日まで）

計算書類の内容報告の件

【決議事項】

第１号議案 定款一部変更の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　

当日は、軽装「クールビズ」にて対応させていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
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4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年８月26

日（月曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

　インターネットにより議決権を行使される場合には、後記（３頁から４頁まで）

の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、2019年８月26

日（月曜日）午後６時までにご行使ください。

(3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネ

ットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インタ

ーネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使

された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたし

ます。

5. その他本招集ご通知に関する事項

　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「財産及び損益の状況の推移」及び

「主要な事業内容」、「企業集団の主要な拠点」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、

「株式及び新株予約権等に関する事項」、「責任限定契約の内容の概要」、「社外役員の

報酬等の総額」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制及びその

運用状況の概要」、「剰余金の配当等の決定に関する方針」、「連結株主資本等変動計

算書」、「株主資本等変動計算書」、「連結計算書類の連結注記表」、「計算書類の個別

注記表」につきましては、法令及び定款第14条の規定に基づき、当社ホームページ

（https://www.auncon.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載し

ておりません。

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 1. 本総会にご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付

にご提出くださいますよう、お願い申し上げます。また、資源節約のため、

こちらの「招集通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

2. 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、

本総会の前日までに修正をすべき事項が生じた場合には、書面による郵送ま

たはインターネット上の当社ウェブサイト（https://www.auncon.co.jp/）

において、掲載することによりお知らせいたします。

3. 株主総会決議通知の発送は取り止め、本総会の結果は上記当社ウェブサイト

に掲載させていただく予定です。

4. 定時株主総会終了後、引き続き、事業説明会を開催させていただく予定で

す。
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【インターネットによる議決権行使のご案内】
　
　インターネットにより本総会の議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項を

ご了承いただきますよう、お願い申し上げます。
　
1. 議決権行使ウェブサイトについて

　インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブ

サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。
　

【議決権行使ウェブサイトアドレス】 https://www.web54.net
　

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」

を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。

なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説

明書をご確認ください。

(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）
　
2. 議決権行使のお取扱いについて

(1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に

表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の

案内に従って賛否をご入力ください。
　
(2) 議決権の行使期限は、2019年８月26日（月曜日）午後６時までとなっておりま

すので、お早めの行使をお願いいたします。
　
(3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネ

ットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 また、インタ

ーネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使

された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたし

ます。
　
(4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料

金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
　
3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

(1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重

要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
　
(2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再

発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
　
(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効で

す。
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【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】
　
議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
　
(1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。

　
(2) ウェブブラウザ及び、PDFビューアがインストールされていること。

（以下の組み合わせで動作確認をしています）

OS ウェブブラウザ PDFビューア

Microsoft Windows 7 Internet Explorer 11(32bit版) Adobe Reader Ⅺ

Microsoft Windows 8.1 Internet Explorer 11(32bit版) Adobe Reader Ⅺ

Microsoft Windows 10 Internet Explorer 11(32bit版) Adobe Acrobat Reader DC

※Microsoft Windows及び、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国及び、

その他の国における登録商標または商標です。

※Adobe、Acrobat及びReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米

国及び、その他の国における登録商標または商標です。
　
(3) ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有

効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライ

バシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するように

してください。
　
(4) 上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキ

ュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されてい

る場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。
　

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】
　
　インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお

問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
　
1. 本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場

合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

［電話］ 0120（652）031 （受付時間 9:00～21:00）
　
2. その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。

(1) 証券会社に口座をお持ちの株主様

お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
　
(2) 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行部

［電話］ 0120（782）031 （受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く）
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(添付書類）

事 業 報 告

(2018年６月１日から2019年５月31日まで)
　
ⅠⅠⅠⅠⅠ..... 企業集団の現況に関する企業集団の現況に関する企業集団の現況に関する企業集団の現況に関する企業集団の現況に関する事事事事事項項項項項

1. 事業の経過及び成果

(1) 事業の状況

当連結会計年度（2018年６月１日～2019年５月31日）におけるわが国経済は、

企業収益の改善を背景に、緩やかな回復基調で推移しているものの、依然とし

て個人消費の力強さに欠け、実感を伴った景気回復に向けては楽観視できない

状況が続いております。一方、海外経済においては、米中貿易摩擦の深刻化や

英国のＥＵ離脱問題による世界経済への影響及び、地政学リスクの高まりなど、

企業を取り巻く環境は不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは収益力の安定と拡大を最優先課題とし、

「海外・多言語領域における収益のさらなる拡大」、「今後の収益の柱となる事業

及び、サービスの開発」、そして、「人材育成・組織体制の強化」に注力してま

いりました。

その結果、海外法人における売上及び収益の拡大やアセット事業の黒字化等、

一部で成果を出すことができました。一方、主要顧客の合併等に伴う広告出稿

の抑制や日本国内における優秀な人材の獲得競争激化に伴う採用計画の遅延等、

全体としては前連結会計年度対比で減収と課題を残す結果となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,879,390千円（前年同期比0.9％

減）、営業利益は343千円（前年同期比96.7％減）、経常利益は25,820千円（前年

同期比264.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は22,523千円（前年同期

は親会社株主に帰属する当期純利益1,011千円）となりました。
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セグメント別の業績は、次のとおりであります。
　

　 ① マーケティング事業

マーケティング事業は、SEO（検索エンジン最適化）、PPC（検索連動型広告）、

ソーシャルメディア、スマートフォン広告などの企業のマーケティング活動を

支援する各種サービスを日本語及び、多言語で国内外の企業に提供しておりま

す。

　アジア圏における旺盛な日本旅行需要を背景に、成長分野である多言語（日

本語以外の言語）プロモーション領域において、官公庁・自治体関連の入札案

件への参加及び、セールスプロモーションの強化など、新規営業に注力してま

いりました。

　その結果、多言語サービスを中心に新規取引先の獲得は順調に推移いたしま

したが、主要顧客の一時的な広告出稿の停止や国内向け日本語PPCサービスの契

約終了の影響をカバーするまでには至らず、前連結会計年度対比で売上及び、

利益はマイナスで推移いたしました。

　今後益々拡大が予想される海外・多言語マーケティング需要に対応すべく、

グローバル人材の採用及び教育に対する投資を継続的に取り組んでまいります。

　以上の結果、当事業における売上高は1,776,049千円（前年同期比1.0％減）、

セグメント利益は158,616千円（前年同期比5.2％減）となりました。

　 ② アセット事業

アセット事業は、当社グループの海外進出の経験により蓄積した知見を活か

し、企業用のオフィスや海外出向者向けのコンドミニアムなどインフラ提供や

海外不動産の販売及び仲介を行っております。

　当連結会計年度においては、フィリピンの連結子会社が保有する販売用不動

産の売却及び顧客保有物件の転売が売上拡大に寄与し、黒字化を達成すること

ができました。

　今後も安定的に収益を確保できる体制を構築できるよう、プロモーション活

動及び新規提携デベロッパーの開拓、販売取次店の開拓等、積極的な活動を継

続するとともに、当社グループの収益に貢献できる事業へと成長させてまいり

ます。

　以上の結果、当事業における売上高は103,341千円（前年同期比1.0％増）、セ

グメント利益は7,226千円（前年同期はセグメント損失302千円）となりました。
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(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額

はリースを含めて1,971千円となりました。その主なものは、海外におけるPC

機器の更新によるものであります。

(3) 資金調達の状況

記載すべき重要な事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

記載すべき重要な事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

記載すべき重要な事項はありません。

(6) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

① 株式の取得または処分の状況

　記載すべき重要な事項はありません。

② 新株予約権の取得または処分の状況

　記載すべき重要な事項はありません。

(7) 吸収合併または吸収分割による他の会社の事業に関する権利義務の承継

の状況

　記載すべき重要な事項はありません。
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2. 対処すべき課題

当連結会計年度において、当社グループは収益力の安定と拡大を最優先課題

として取り組んでまいりました。海外法人における売上及び収益の拡大やアセ

ット事業の黒字化等、一部で成果を出すことができました。一方、主要顧客の

合併等に伴う広告出稿の抑制や日本国内における優秀な人材の獲得競争激化に

伴う採用計画の遅延等、全体としては前連結会計年度対比で減収と課題を残す

結果となりました。

　そのような環境の中、今後、当社グループが対処すべき課題としては、以下

の3点が挙げられます。
　

(1) マーケティング事業における多言語・海外向けサービスの収益拡大

訪日外国人旅行者の急激な増加や、2020年東京オリンピックを背景に急速に

拡大するインバウンド市場の中で、日本国内においても、多言語・海外向けプ

ロモーションの重要性が高まってきております。

　経済発展が顕著なアジア圏における多言語サービス展開のさらなる拡充に努

め、多言語及び海外におけるグローバルコンサルティング企業としての地位を

固め、収益力を拡大させることが重要であると考えております。海外法人のネ

ットワークを活用した付加価値の高いサービス提供を継続することで、グロー

バルにおける競争力を強化し、収益性の向上を図ってまいります。

(2) 新たなビジネスモデルの創出

グローバルレベルでの競争激化等、事業環境の変化が激しい中、当社グルー

プが今後も継続して成長するためには、既存事業の成長だけではなく、独創的

な考え方で挑戦し、新たな取り組みを続けていくことが重要であると考えてお

ります。

　これまで蓄積してきたグローバルコンサルティング企業としてのノウハウ等、

経営資源を活かした新たなビジネスモデルの創出により、収益源の多様化を進

め、継続的な事業拡大と企業価値の向上を目指してまいります。
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(3) 人材採用・育成・組織体制の強化

日本国内においては、人口減少に伴い優秀な人材の獲得競争が激化しており、

新卒・中途採用ともに厳しい状況が続いております。また、当社の主要事業で

ある多言語・海外マーケティングにおいては、マーケティングの知見を有し、

かつ、語学力や異文化理解など、複数の国にまたがるビジネスにおいて成果を

出せるグローバル人材を採用・育成することが、売上及び収益の拡大に直結す

るものと考えております。

　引き続き、言語・国籍に関わらず、当社グループの企業理念を理解し、主体

的に課題解決を行うことのできる優秀なグローバル人材の採用及び、適切な社

内教育を実施し、組織力を強化することで、日本を始め、アジア市場における

当社グループの競争力を一層強化してまいります。

3. 重要な親会社及び子会社の状況（2019年５月31日現在）

(1) 親会社との関係

　記載すべき重要な事項はありません。
　

(2) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
出資比率

主 要 な 事 業 内 容

AUN Thai
Laboratories
Co.,Ltd.

16,000千バーツ 99.98％
SEM関連商品の販売、PPCの運用に係るキー
ワード選定や入札管理、定型レポートの作
成等プランナー業務、Web制作業務

台湾亞文營銷事業
股份有限公司

13,800千台湾ドル 100.00％ SEM関連商品の販売

亞文香港營銷事業
股份有限公司

4,500千香港ドル 100.00％ SEM関連商品の販売

AUN Global
Marketing
Pte.Ltd.

820千シンガポールドル 100.00％ SEM関連商品の販売

AUN PHILIPPINES
INC.

20,000千フィリピンペソ 99.99％
現地におけるオフィス・コンドミニアム等
の販売・賃貸・転貸・仲介業務及び、物件
管理業務

AUN Vietnam Co.,
Ltd.

900千米ドル 100.00％ SEM関連商品の販売

4. その他企業集団の現況に関する重要な事項

　記載すべき重要な事項はありません。
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Ⅱ. 会社役員に関する事項

1. 会社役員の状況

（2019年５月31日現在)
　

氏 名 地 位 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

信 太 明 代表取締役
代表執行役員CEO
新規事業担当

AUN Thai Laboratories Co., Ltd. 代表取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 代表取締役
亞文香港營銷事業股份有限公司 代表取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役

坂 田 崇 典 取 締 役
専務執行役員
管理部門担当CFO

AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 監査役
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役
AUN PHILIPPINES INC. 取締役
AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役

菊 池 明 取 締 役
常務執行役員
マーケティング
事業担当

AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 取締役
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役
AUN PHILIPPINES INC. 取締役
AUN Vietnam Co.,Ltd. 代表取締役

藤 原 徹 一 取 締 役
藤原投資顧問株式会社 代表取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役

金 城 正 宏
取 締 役

（監査等委員）
なし

加 藤 征 一
取 締 役

（監査等委員）
加藤公認会計士事務所 代表

松 村 卓 朗
取 締 役

（監査等委員）
株式会社ピープルフォーカス・コンサルティン
グ 代表取締役

　

(注) 1. 藤原徹一氏、金城正宏氏、加藤征一氏、松村卓朗氏は社外取締役であります。
2. 当社は、当社グループにおける［業務の適正を確保するための体制］に則り、内部監

査室より情報共有及び報告を行っておりますとともに、監査等委員からの質問には速
やかに回答する体制により、監査等委員会の監査が実質的に行われていることを確保
していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

3. 当社は藤原徹一氏、金城正宏氏が東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益
相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

4. 監査等委員加藤征一氏は公認会計士及び税理士としての資格を有し、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有するものであります。

5. 当社は、社外取締役との間で、責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内
容の概要については、「法令及び定款に基づくインターネット開示事項」をご参照くだ
さい。
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6. 2019年6月1日付で次のとおり、地位、担当及び重要な兼職の状況の変更がありました。

氏 名 地 位 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

信 太 明 代表取締役社長CEO 新規事業担当

AUN Thai Laboratories Co., Ltd. 代表取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 代表取締役
亞文香港營銷事業股份有限公司 代表取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役
AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役

坂 田 崇 典 取締役副社長
海外マーケティ
ング事業担当

AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 監査役
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役
AUN PHILIPPINES INC. 取締役
AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役

菊 池 明 取締役副社長
国内マーケティ
ング事業担当

AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 取締役
亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役
AUN PHILIPPINES INC. 取締役
AUN Vietnam Co.,Ltd. 代表取締役

2. 会社役員に対する報酬等

区 分 人 数 支 給 額 摘 要

取締役（監査等委員を除く)
(うち社外取締役)

４名
(１名)

52,859千円
(2,400千円) －

取 締 役 （監 査 等 委 員 )
(うち社外取締役)

３名
(３名)

7,200千円
(7,200千円) －

合 計
(うち社外取締役)

７名
(４名)

60,059千円
　(9,600千円) －

（注）1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2015年８月25日開催の第17期定時株主
総会において、年額１億6,800万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は
含まない）と決議されております。

2. 監査等委員の報酬限度額は、2015年８月25日開催の第17期定時株主総会において年額
3,600万円以内と決議されております。
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3. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職の状況ならびに当該兼職先との関係

取締役藤原徹一氏は藤原投資顧問株式会社の代表取締役であり、同社と当社

とは、海外における事業戦略、新規事業、商品開発に関する助言・提案等を目

的としたアドバイザー契約の実績がありますが、当事業年度においての取引は

ありません。また、台湾亞文營銷事業股份有限公司及びAUN Global Marketing

Pte.Ltd.の取締役を兼職しております。なお、台湾亞文營銷事業股份有限公司

及びAUN Global Marketing Pte.Ltd.は当社の連結子会社であります。

取締役（監査等委員）金城正宏氏は重要な兼職の状況について該当事項はご

ざいません。

取締役（監査等委員）加藤征一氏は加藤公認会計士事務所の代表であります

が、加藤公認会計士事務所と当社の間には取引関係はありません。

取締役（監査等委員）松村卓朗氏は株式会社ピープルフォーカス・コンサル

ティングの代表取締役であり、同社と当社とは当社役員及び社員に対する研修、

教育における取引の実績がありますが、当事業年度においての取引はありませ

ん。

(2) 主な活動状況
　

氏 名 主 な 活 動 状 況

藤 原 徹 一

当事業年度に開催された取締役会13回中10回に出席しております。海外動向や金
融マーケティングに関する専門的な知見を有し、主に海外への事業戦略や投資に
関して、グローバル経営の視点から海外子会社の社員教育まで幅広く指摘、発言
を行っております。

金 城 正 宏

当事業年度に開催された取締役会13回中全てに出席しております。企業経営者と
しての豊富な経験と幅広い知見に基づき、主にリスク管理、コンプライアンス、
内部統制に関して質問、指摘、発言を行っております。また、当事業年度に開催
された監査等委員会12回中全てに出席し、監査等委員会の議長として各監査等委
員に対して監査状況の報告や意見を述べております。

加 藤 征 一

当事業年度に開催された取締役会13回中全てに出席しております。公認会計士及
び税理士である専門的見地から、主に経理、財務、税務に関して、質問、指摘、
発言を行っております。また、当事業年度に開催された監査等委員会12回中全て
に出席し、主に経理部門及び会計監査の状況について意見を述べております。

松 村 卓 朗

当事業年度に開催された取締役会13回中12回に出席しております。経営コンサル
タントである専門的見地から主に組織体制、人事・教育制度に関して、質問、指
摘、発言を行っております。また、当事業年度に開催された監査等委員会12回中
11回に出席し、主に人事部門及び業務監査の状況について意見を述べておりま
す。

　

(注) 書面決議による取締役会の回数は除いております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（2019年５月31日現在）
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

967,102

608,627

240,369

41,688

1,091

77,102

△1,776

271,969

64,253

14,767

4,511

44,974

2,742

2,742

204,973

166,469

5,841

30,922

1,762

△22

流 動 負 債 329,629

買 掛 金 185,814

1年内返済予定の長期借入金 46,879

未 払 費 用 25,876

未 払 法 人 税 等 5,251

前 受 金 20,610

賞 与 引 当 金 1,510

そ の 他 43,685

固 定 負 債 151,314

長 期 借 入 金 121,013

繰 延 税 金 負 債 61

そ の 他 30,239

負 債 合 計 480,944

純 資 産 の 部

株 主 資 本 758,608

資 本 金 341,136

資 本 剰 余 金 471,876

利 益 剰 余 金 △54,403

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 △481

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 139

為 替 換 算 調 整 勘 定 △621

非支配株主持分 0

純 資 産 合 計 758,127

資 産 合 計 1,239,072 負 債 及 び 純 資 産 合 計 1,239,072

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書

（2018年６月１日から2019年５月31日まで）
(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,879,390

売 上 原 価 1,351,996

売 上 総 利 益 527,393

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 527,049

営 業 利 益 343

営 業 外 収 益

受 取 利 息 164

解 約 手 数 料 等 527

為 替 差 益 5,133

投 資 事 業 組 合 運 用 益 18,061

そ の 他 2,458 26,345

営 業 外 費 用

支 払 利 息 753

そ の 他 115 868

経 常 利 益 25,820

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 72 72

特 別 損 失

事 務 所 移 転 費 用 609 609

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 25,283

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,760

法 人 税 等 調 整 額 － 2,760

当 期 純 利 益 22,523

非支配株主に帰属する当期純利益 0

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 22,523

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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貸 借 対 照 表

（2019年５月31日現在）
(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

未 収 入 金

立 替 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

貸 倒 引 当 金

587,263

363,481

180,054

8,501

5,762

23,020

6,840

△396

584,012

4,427

1,794

2,632

2,742

2,742

576,842

95,812

305,353

147,200

26,993

1,762

△279

流 動 負 債 288,936

買 掛 金 171,670

1年内返済予定の長期借入金 46,879

未 払 金 6,652

未 払 費 用 23,657

未 払 法 人 税 等 4,274

前 受 金 8,677

預 り 金 25,671

そ の 他 1,453

固 定 負 債 185,014

長 期 借 入 金 184,953

繰 延 税 金 負 債 61

負 債 合 計 473,951

純 資 産 の 部

株 主 資 本 697,185

資 本 金 341,136

資 本 剰 余 金 471,876

資 本 準 備 金 471,876

利 益 剰 余 金 △115,826

そ の 他 利 益 剰 余 金 △115,826

繰 越 利 益 剰 余 金 △115,826

評 価 ･ 換 算 差 額 等 139

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 139

純 資 産 合 計 697,324

資 産 合 計 1,171,276 負 債 及 び 純 資 産 合 計 1,171,276

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）

― 15 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2019年07月24日 18時35分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



損 益 計 算 書

（2018年６月１日から2019年５月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 1,553,102

売 上 原 価 1,180,479

売 上 総 利 益 372,622

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 400,197

営 業 損 失 27,575

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,648

解 約 手 数 料 等 527

為 替 差 益 2,844

投 資 事 業 組 合 運 用 益 18,061

そ の 他 2,252 25,334

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,288

そ の 他 109 1,398

経 常 損 失 3,638

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 72 72

税 引 前 当 期 純 損 失 3,566

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 580

法 人 税 等 調 整 額 － 580

当 期 純 損 失 4,146

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2019年７月16日

アウンコンサルティング株式会社
取 締 役 会 御 中

東陽監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 高 木 康 行 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 浅 山 英 夫 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 章 公 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アウンコンサルティング株式会
社の2018年６月１日から2019年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、アウンコンサルティング株式会社及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適
正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2019年７月16日

アウンコンサルティング株式会社

取 締 役 会 御 中

東陽監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士 高 木 康 行 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 浅 山 英 夫 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 章 公 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、アウンコンサルティング株式会社
の2018年６月１日から2019年５月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、2018年６月１日から2019年５月31日までの第21期事業年度における取締役の

職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、

重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務

及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す

るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年

10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。
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2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ

き事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年７月16日

アウンコンサルティング株式会社 監査等委員会

監査等委員 金 城 正 宏 ㊞

監査等委員 加 藤 征 一 ㊞

監査等委員 松 村 卓 朗 ㊞

　監査等委員金城正宏、加藤征一及び松村卓朗は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定

する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類
　

議案及び参考事項

【第１号議案】 定款一部変更の件

１．提案の理由

　経営体制の更なる強化を図るため、現行定款第20条（代表取締役および役付取

締役の選定）について所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。
　 (下線＿は変更を示す)

現行定款 変更案

第１章 総則 第１章 総則

(代表取締役および役付取締役の選定) (代表取締役および役付取締役の選定)

第20条 取締役会は、その決議によっ

て、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の中から取

締役会長および代表取締役各1

名、取締役副社長、専務取締

役および常務取締役各若干名

を選定することができる。

第20条 取締役会は、その決議によっ

て、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の中から代

表取締役を選定する。

（新設） ② 取締役会は、その決議によっ

て、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の中から取

締役会長および取締役社長各1

名、取締役副社長、専務取締

役および常務取締役各若干名

を選定することができる。
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【第２号議案】 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以

下、本議案において同じです。）全員（４名）が任期満了となります。つきまし

ては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見は

ございませんでした。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式
の 数

1

し だ あきら

信 太 明
(1968年11月11日)

1992年４月 株式会社リクルート入社

1993年４月 株式会社日本ネットワーク研究所入社

1996年３月 株式会社インターナショナル・トレーデ

ィング・コーポレーション (現株式会社

エービーシー・マート）入社

1998年６月 当社設立 代表取締役（代表執行役員）

2015年６月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.

代表取締役(現任）

2015年６月 台湾亞文營銷事業股份有限公司

代表取締役(現任）

2015年６月 亞文香港營銷事業股份有限公司

代表取締役(現任）

2015年６月 AUN Global Marketing Pte.Ltd.

代表取締役(現任）

2015年６月 AUN PHILIPPINES INC.

代表取締役(現任）

2019年６月 当社代表取締役社長CEO（現任）

［重要な兼職の状況］

AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 代表取締役

台湾亞文營銷事業股份有限公司 代表取締役

亞文香港營銷事業股份有限公司 代表取締役

AUN Global Marketing Pte.Ltd. 代表取締役

AUN PHILIPPINES INC. 代表取締役

1,957,500株

［取締役候補者とした理由］

　信太明氏は、当社創業者及び当社代表取締役として、当社グループの事業に対する深

い理解と高い経営能力のもと当社グループの経営を牽引しており、国内外の幅広いステ

ークホルダーに対する高い渉外力及び発信力により当社グループの事業に貢献してきた

ほか、組織運営の豊富な経験等を活かし、経営を監督しております。当社グループの持

続的発展のためには、同氏の事業への貢献が引き続き必要であると考え、取締役として

選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式
の 数

2

さ か た た か の り

坂 田 崇 典
(1969年９月４日)

1992年４月 凸版印刷株式会社入社

1997年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 (現

PwCコンサルティング合同会社） 入社

2000年８月 株式会社日経BP入社

2005年11月 当社入社

2005年12月 当社執行役員

2006年８月 当社取締役（常務執行役員）

2014年６月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.

取締役（現任）

2014年６月 台湾亞文營銷事業股份有限公司

監査役（現任）

2014年６月 亞文香港營銷事業股份有限公司

取締役（現任）

2014年６月 AUN Global Marketing Pte.Ltd.

取締役（現任）

2014年６月 当社取締役（専務執行役員）

2015年６月 AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任）

2017年９月 AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役（現任）

2019年６月 当社取締役副社長（現任）

［重要な兼職の状況］

AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役

台湾亞文營銷事業股份有限公司 監査役

亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役

AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役

AUN PHILIPPINES INC. 取締役

AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役

62,000株

［取締役候補者とした理由］

　坂田崇典氏は、長年にわたり当社管理部門を指揮してきたほか、海外法人担当として

海外法人の基盤づくりに大きく貢献し、当社のグローバル化や中長期的成長への戦略の

実行に重要な役割を果たしてきました。同氏は、経営管理に関する豊富な知識と経験を

有しており、経営者の視点から全社的な成長と企業業績向上の実現を図ることができる

ものと考え、取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式
の 数

3

き く ち あきら

菊 池 明
(1982年７月19日)

2005年４月 当社入社

2011年６月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.

担当執行役員

2011年６月 AUN Global Marketing Pte.Ltd.

担当執行役員

2012年12月 当社執行役員

2013年８月 当社取締役（執行役員）

2014年６月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.

代表取締役

2014年６月 台湾亞文營銷事業股份有限公司

代表取締役

2014年６月 亞文香港營銷事業股份有限公司

代表取締役

2014年６月 AUN Global Marketing Pte.Ltd.

代表取締役

2014年６月 当社取締役（常務執行役員）

2015年６月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd.

取締役（現任）

2015年６月 台湾亞文營銷事業股份有限公司

取締役（現任）

2015年６月 亞文香港營銷事業股份有限公司

取締役（現任）

2015年６月 AUN Global Marketing Pte.Ltd.

取締役（現任）

2015年６月 当社取締役（執行役員）

2015年６月 AUN PHILIPPINES INC. 取締役(現任）

2017年２月 当社取締役（常務執行役員）

2017年９月 AUN Vietnam Co.,Ltd.

代表取締役（現任）

2019年６月 当社取締役副社長（現任）

［重要な兼職の状況］

AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役

台湾亞文營銷事業股份有限公司 取締役

亞文香港營銷事業股份有限公司 取締役

AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役

AUN PHILIPPINES INC. 取締役

AUN Vietnam Co.,Ltd. 代表取締役

19,200株

［取締役候補者とした理由］

　菊池明氏は、当社入社以降、大手クライアントを中心にSEMコンサルティングに従事

し、国内や海外法人の売上拡大における販売戦略等、マーケティング事業の成長に重要

な役割を果たしてきました。今後も当社の事業拡大と業績向上の中心的役割を担い、企

業価値向上への貢献が期待できるものと考え、取締役として選任をお願いするものであ

ります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式
の 数

4

ふ じ わ ら て つ い ち

藤 原 徹 一
(1973年１月９日)

1995年４月 野村證券株式会社入社
2000年６月 Nomura Singapore Ltd配属
2004年６月 Merrill Lynch International

Bank Ltd 入社
2007年７月 藤原投資顧問株式会社設立

代表取締役（現任）
2009年８月 当社社外取締役（現任）
2010年11月 AUN Global Marketing Pte.Ltd.

取締役(現任）
2012年２月 台湾亞文營銷事業股份有限公司

取締役（現任）
［重要な兼職の状況］
藤原投資顧問株式会社 代表取締役
AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役
台湾亞文營銷事業股份有限公司 取締役

78,400株

［社外取締役候補者とした理由］

　藤原徹一氏は、経営者としての経験を積まれており、また、海外動向や金融マーケテ
ィングに関して専門的な知見を有することから経営に対する適切な助言をいただくこと
により、当社の経営体制が強化できるものと考え、社外取締役として選任をお願いする
ものであります。なお、同氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の
時をもって10年となります。

(注)1.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.藤原徹一氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ており、選任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。
3.社外取締役候補者の社外取締役としての独立性及び責任限定契約について
（1）社外取締役候補者の社外取締役としての独立性について

①藤原徹一氏が代表取締役を務める藤原投資顧問株式会社と当社との間には、2007年10月１
日から2009年５月31日の間に、海外における事業戦略、新規事業、商品開発に関する助
言・提案等を目的としたアドバイザリー契約がありました。

②藤原徹一氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去５年間に当社の特
定関係事業者の業務執行者であったこともありません。なお、同氏は当社の連結子会社で
ある台湾亞文營銷事業股份有限公司及びAUN Global Marketing Pte.Ltd.の役員（取締役）
を兼職しております。

③藤原徹一氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定
はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

④藤原徹一氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以
内の親族その他これに準ずるものではありません。

⑤藤原徹一氏は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社
が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことは
ありません。

⑥その他、藤原徹一氏は当社の独立性判断基準（28頁）を満たしております。
（2）社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、非業務執行取締役との
間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨を定
款に定めており、社外取締役候補者藤原徹一氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結
しております。本総会において同氏が再任された場合は、本契約は継続となります。その
契約の概要は次のとおりであります。
・非業務執行取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会

社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役がその責任の原因となった職務

の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
4.現在当社の取締役である各候補者の当社における担当は、事業報告「Ⅱ.会社役員に関する事

項」(10頁から11頁）に記載のとおりであります。
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【第３号議案】 監査等委員である取締役３名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（３名）が任期満了と

なります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするもの

であります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ておりま

す。

　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式
の 数

1

か と う せ い い ち

加 藤 征 一
(1970年11月13日)

1992年10月 青山監査法人入所

公認会計士第２次試験合格・会計士補登録

1996年２月 藤間公認会計士税理士事務所 入所

1996年３月 公認会計士第３次試験合格・公認会計士登録

1999年９月 加藤公認会計士事務所設立

同事務所代表（現任）

2001年２月 税理士登録

2005年９月 当社監査役

2015年８月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

［重要な兼職の状況］

加藤公認会計士事務所代表

-株

［監査等委員である社外取締役候補者とした理由］

　加藤征一氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に
活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同
氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもっ
て４年となります。

2

ま つ む ら た く お

松 村 卓 朗
(1969年９月15日)

1992年４月 ジェミニ・コンサルティング(ジャパン)入社

2003年１月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社

2003年11月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティ

ング入社

2005年１月 同社取締役

2006年８月 当社監査役

2012年４月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティ

ング 代表取締役（現任）

2015年８月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

［重要な兼職の状況］

　株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング

代表取締役

-株

［監査等委員である社外取締役候補者とした理由］

　松村卓朗氏は、株式会社ピープルフォーカス・コンサルティングの代表取締役であ
り、経営コンサルタントとしての豊富な知識、幅広い知見を有しており、組織体制、教
育、人事に関する有効な助言を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。なお、同氏が当社の監査等委員である社外取締役に就任してからの年数は本総会
終結の時をもって４年となります。
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する
当社株式
の 数

3

※
た な か か つ ひ ろ

田 中 克 洋
(1975年11月16日)

1999年４月 株式会社千葉銀行入社

2008年９月 司法試験合格

2009年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

2010年１月 飯沼総合法律事務所入所（現任）

［重要な兼職の状況］

　飯沼総合法律事務所 弁護士

-株

［監査等委員である社外取締役候補者とした理由］

　田中克洋氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験に基づき、企業経営の健全

性等、特にコンプライアンスの観点についての監査およびアドバイスを頂けるものと判

断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注)1.※印は、新任候補者であります。
2.各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3.各監査等委員である取締役候補者は、社外取締役候補者であります。
4.当社は、田中克洋氏が選任された場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

5.各監査等委員である取締役候補者の社外取締役としての独立性及び責任限定契約について
(1) 監査等委員である取締役候補者の社外取締役としての独立性について

①各監査等委員である取締役候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員
ではなく、また過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であった
こともありません。

②各監査等委員である取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭そ
の他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

③各監査等委員である取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は
役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

④各監査等委員である取締役候補者は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは
事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に
業務執行者であったことはありません。

⑤その他、加藤征一氏、松村卓朗氏、田中克洋氏は当社の独立性判断基準（28頁）を満た
しております。

（2) 社外取締役としての職務を遂行することができると判断する理由について
各社外取締役候補者は、上記［監査等委員である社外取締役候補者とした理由］によ
り、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（3) 社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、非業務執行取締役と
の間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結することができる旨
を定款に定めており、監査等委員である社外取締役候補者加藤征一氏及び、松村卓朗氏
は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。本総会において両氏が再任さ
れた場合は、本契約は継続となります。また、田中克洋氏が選任された場合、当社は同
氏との間で当該責任限定契約を締結する予定です。
責任限定契約の概要は次のとおりであります。
・非業務執行取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、
会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役がその責任の原因となった職
務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
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【第４号議案】 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全

ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役

１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等

委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名

ふ じ わ ら て つ い ち

藤 原 徹 一
　

(注)1.法令または定款に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備えるものです。
2.藤原徹一氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3.藤原徹一氏は第２号議案において取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とさ
れております。なお、藤原徹一氏が監査等委員である取締役に就任した場合、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）を退任する予定です。

4.上記の補欠の監査等委員である取締役候補者の生年月日及び略歴その他の株主総会参考書
類記載事項につきましては、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４
名選任の件」に記載のとおりですので、25頁をご参照ください。

（ご参考）社外取締役の独立性判断基準

　当社は、以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役は当社に対する独立
性を有しているものと判断いたします。

１. 当社又は当社の連結子会社（以下「当社グループ」と総称する。）の大株主（直近の事業年度
末における議決権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）又はその業務執行者である
者（業務執行取締役、執行役、執行役員、もしくは支配人その他の使用人をいう。以下、同
じ。）

２. 当社グループを主要な取引先（その者の直近事業年度における年間総収入の２％以上の支払
いを当社グループから受けた者）とする者又はその業務執行者である者

３. 当社グループの主要な取引先（当社グループに対して、当社グループの直近事業年度の年間
連結売上高の２％以上の支払いを行っている者）又はその業務執行者である者

４. 当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者

５. 当社グループから役員報酬以外に、多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の金銭そ
の他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等

６. 当社グループの主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として
氏名又は名称が記載されている借入先）又はその業務執行者である者

７. 当社グループから多額（過去３年間の平均で年間1,000万円以上）の寄付又は助成を受けてい
る者又はその業務執行者である者

８. 過去３年間において、上記１から７のいずれかに該当していた者

９. 上記１から８に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者、二親等内の親
族、同居の親族もしくは生計を一にする者

10. 過去３年間において、当社グループの取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与
（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親
等以内の親族

11. 前各号のほか、当社グループと利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外取締役と
しての職務を果たすことができない特段の事由を有している者

以 上
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〈メ モ 欄〉
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株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区神田駿河台三丁目11番１号

三井住友海上駿河台新館ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水

「カンファレンスルーム３Ｆ」

電話（03）5283―6211

　

● ＪＲ「御茶ノ水駅」聖橋出口 徒歩４分

● 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」Ｂ３b出口 直結

● 都営新宿線「小川町駅」Ｂ３b出口 直結

● 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」Ｂ３b出口 直結
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